
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

九

〇

号

二
月
二
十
二
日
の
「
竹
島
の
日
」
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
の
関
与
、
協
力
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

野

貴

博

90



二
月
二
十
二
日
の
「
竹
島
の
日
」
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
の
関
与
、
協
力
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

二
〇
〇
五
年
三
月
十
六
日
、
島
根
県
と
し
て
二
月
二
十
二
日
を
「
竹
島
の
日
」
と
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
、
毎
年
二
月
二
十

二
日
、
島
根
県
主
催
の
「
竹
島
の
日
」
を
記
念
す
る
式
典
（
以
下
、
「
式
典
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
。

右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
六
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
菅
�
人
内
閣
は
本
年
の
「
式
典
」
の
案
内
、
招
待
を
受
け
て
い
る
か
、
受
け
て
い
る
の
な
ら
、
招

待
を
受
け
て
い
る
者
の
官
職
氏
名
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
前
原
誠
司

外
務
大
臣
、
�
木
義
明
文
部
科
学
大
臣
、
鹿
野
道
彦
農
林
水
産
大
臣
、
佐
藤
正
典
水
産
庁
長
官
、
杉
山
晋
輔
外
務
省
ア
ジ
ア

大
洋
州
局
長
、
山
中
伸
一
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
右
の
者

の
「
式
典
」
の
案
内
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
ぞ
れ
日
程
上
の
都
合
に
よ
り
、
出
席
で
き
な
い
旨
島
根
県
に
対
し
て
回

答
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
右
の
者
は
、
「
式
典
」
当
日
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
日
程
が

入
っ
て
お
り
、
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

菅
内
閣
と
し
て
、
一
の
者
の
代
理
を
「
式
典
」
に
出
席
さ
せ
る
考
え
は
あ
る
か
。

三

前
回
質
問
主
意
書
で
、
菅
内
閣
と
し
て
、
「
式
典
」
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
祝
電
等
を
送
る
考
え
は
あ
る
か
、
仮
に
な
い
の
な

一



ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
送
る
こ
と
を
し
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
併
せ
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
前
回

答
弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
祝
電
等
を
島
根
県
に
送
る
考
え
は
な
い
」
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
竹
島
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
問
題
を
め
ぐ
る
経
緯
及
び
状
況
等
を
踏
ま
え
適

切
に
対
処
し
て
き
て
お
り
」
と
、
は
っ
き
り
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
菅
内
閣
と
し
て
、
な
ぜ
「
式
典
」
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
や
祝
電
等
を
送
る
こ
と
を
し
な
い
の
か
、
そ
う
す
る
こ
と
が
我
が
国
の
国
益
上
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
と
い
う
の

か
、
国
益
の
観
点
か
ら
そ
の
理
由
を
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

竹
島
問
題
の
解
決
、
つ
ま
り
竹
島
の
我
が
国
へ
の
返
還
を
図
る
う
え
で
、
同
問
題
に
対
す
る
我
が
国
国
民
の
理
解
度
の
向

上
、
国
民
世
論
の
喚
起
は
必
要
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

一
と
三
で
指
摘
し
た
、
菅
内
閣
に
よ
る
「
式
典
」
へ
の
対
応
は
、
四
の
竹
島
問
題
に
対
す
る
我
が
国
国
民
の
理
解
度
の
向

上
、
国
民
世
論
の
喚
起
に
資
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


